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第６章　歴史的風致維持向上施設の整備 

又は管理等に関する事項 

 

１．歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等についての方針 

 

　本計画においては、「歴史的建造物や歴史的町並みの保存と活用」、「歴史的建

造物や歴史的町並みと調和する周辺環境の整備」、「伝統的な祭礼行事の継承と

記録」、「歴史文化資産の調査と情報発信」の４つの方針に基づき、歴史的風致

の維持向上を図る。特に重点区域内において、歴史的風致の維持向上施設の整

備と管理についての各種事業を進めていく。対象となる事業は、歴史的風致を

構成し、かつその維持向上に寄与するものとする。 

整備にあたっては、施設やその周辺の歴史的景観、地域住民の活動状況など

との調和を図りながら進める。特に文化財に指定されている場合は、関係法令

を遵守しつつ、文化財の価値を損なうことなくその価値を維持向上できるよう、

関係機関と協議の上で実施する。 

　管理にあたっては、国、県及び市の関係部局が相互に連携し、適切な役割分

担のもとで、今後も適切に維持管理を行うとともに、文化財保護法のほか、各

種法令に基づいた維持管理を確実に進める。 

　上記の基本的な考え方に基づき、歴史的風致維持向上施設の整備・管理に関

する事業を推進する。計画期間内に実施する事業は次のとおりである。 

 

 

ア　歴史的建造物や歴史的町並みの保存と活用のための事業　　　　　　　　　　　　　　　 

①三菱銀行佐原支店旧本館保存修理事業 

②香取市佐原伝統的建造物群保存地区保存整備事業 

③歴史的風致形成建造物等調査事業 

④歴史的建造物活用推進事業 

 

イ　歴史的建造物や歴史的町並みと調和する周辺環境の整備のための事業　　　　　　　　　　　　

　⑤電線地中化事業 

⑥公園整備事業 

⑦複合公共施設整備事業 
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香取市内の事業位置図 
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香取市佐原伝統的建造物群保存地区周辺の事業位置図 

ウ　伝統的な祭礼行事の継承と記録のための事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

⑧山車保存整備事業 

⑨山車実測調査事業 

⑩山車蔵調査事業 

⑪指定無形民俗文化財保存育成事業 

⑫小見川の町並み調査事業 

⑬写真・映像資料調査事業 

⑭香取市里神楽事業 

 

エ　歴史文化資産の調査と情報発信のための事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　⑮国宝修理事業 

⑯文化財看板設置・修理事業 

⑰佐原・香取学習パンフレット、ガイドマップ配布事業 

⑱香取市文化財地図作成・発信事業 

⑲いぶき市民カレッジ事業 

⑳日本遺産活用事業 
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事業名 ①三菱銀行佐原支店旧本館保存修理事業
事業主体 香取市

事業手法
社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）（R2年度～R4年度)
千葉県文化財保存整備事業補助金（R元年度～R4年度)
市単独事業（R元年度～R4年度）

事業期間 令和元年度～令和4年度

事業位置

事業概要

県指定文化財・三菱銀行佐原支店
旧本館の耐震性向上と復元整備を
行う。重要文化財指定を目指すと
ともに、舟運で栄えた歴史を伝え
る建造物として活用していく。

事業が歴史的
風致の維持向
上に寄与する

理由

香取市佐原伝統的建造物群保存地区の中で際立った存在感を放つ三菱銀
行佐原支店旧本館は、大正3年（1914）に川崎銀行佐原支店として建て
られた建造物である。令和3年度までの保存修理工事竣工後、創建当初
に復元した外観と内部を公開している。「三菱館」として地元に親しま
れている建造物であるため、再度活用されることで周辺地域の活性化に
つながり、佐原の町並みと山車行事に見る歴史的風致の維持向上に寄与
する。

三菱銀行佐原支店旧本館

0m 50m 100m

２．歴史的風致維持向上に資する事業 

ア　歴史的建造物や歴史的町並みの保存と活用のための事業 
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事業名 ②香取市佐原伝統的建造物群保存地区保存整備事業
事業主体 香取市

事業手法
伝統的建造物群基盤強化事業補助金（R元年度～R10年度）
千葉県文化財保存整備事業補助金（R元年度～R10年度）
市単独事業（H8年度～R10年度）

事業期間 平成8年度～令和10年度

事業位置

事業概要 香取市佐原伝統的建造物群保存地区内の歴史的建造物の保存・整備を行う。

事業が歴史的
風致の維持向
上に寄与する

理由

香取市佐原伝統的建造物群保存地区内の建造物は通常の建造物よりも建
築・修理に多額の費用がかかる。技術的な問題のほか、「佐原らしさ」
も求められるため制約も大きい。こういった状況への対策や、職人の技
術の伝承・保存のため公的な支援が必要である。本事業を実施すること
により、佐原の町並みと山車行事に見る歴史的風致の維持向上に寄与す
る。

伝統的建造物群
保存地区

国指定史跡

千葉県指定文化財

伝統的建造物

地区凡例

文化財建造物等凡例

香取市佐原伝統的建造物群保存地区内で実施

0m 100m 200m
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事業名 ③歴史的風致形成建造物等調査事業
事業主体 香取市
事業手法 市単独事業
事業期間 令和元年度～令和10年度

事業位置

事業概要
重点区域内（香取市佐原伝統的建造物群保存地区内や観福寺、香取神宮
周辺など）の歴史的建造物の調査を行う。

事業が歴史的
風致の維持向
上に寄与する

理由

香取市佐原伝統的建造物群保存地区内の建造物は外見は一体感がありな
がらも、それぞれ工夫を凝らした建造物が多い。いわれや成り立ちをさ
らに調査するほか、図面等の調査を進める。観福寺の建造物や香取神宮
関係の建造物の調査も併せて進め、佐原の町並みと山車行事に見る歴史
的風致のほか、伊能忠敬に見る歴史的風致、香取神宮信仰と式年神幸祭
に見る歴史的風致の維持向上に寄与する。

佐原の町並みなど

重点区域内で実施

0m 200m 400m
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事業名 ④歴史的建造物活用促進事業
事業主体 香取市
事業手法 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業 )(R2年度～R6年度）
事業期間 平成27年度～令和6年度

事業位置

事業概要
街なみ環境整備促進区域内（伝統的建造物保存地区と景観形成地区を合
わせた範囲）の空き家及び店舗をNPO団体に委託して活用する。

事業が歴史的
風致の維持向
上に寄与する

理由

区域内の低未利用物件の利活用の促進や、区域内の回遊性に資する諸調
査及び社会実験を実施し、交流人口の拡大を図る。空き家及び空き店舗
を有効資源として活用することにより、佐原の町並みと山車行事に見る
歴史的風致の維持向上に寄与する。

街なみ環境整備

促進区域内で実施

0m 200m 400m
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イ　歴史的建造物や歴史的町並みと調和する周辺環境の整備のための事業 

 

 

 

事業名 ⑤電線地中化事業
事業主体 香取市
事業手法 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）（H27年度～R元年度)
事業期間 平成27年度～令和元年度

事業位置

事業概要 街なみ環境整備促進区域内の電柱の地中化を進める。

事業が歴史的風致の
維持向上に寄与する

理由

小野川沿いで既に電線地中化事業が進められ、景観の向上に大きく貢献
している。訪問観光客が受ける印象も向上し、事業実施区域のメディア
露出の増加につながった実績がある。人通りの多い香取街道沿いで電線
地中化が行われれば景観の向上のみならず、メディア露出機会の増加な
ど各種波及効果も見込まれ、佐原の町並みと山車行事に見る歴史的風致
の維持向上に寄与する。

電柱地中化予定位置

0m 200m 400m
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事業名 ⑥公園整備事業
事業主体 香取市
事業手法 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）（H27年度～R元年度)
事業期間 平成27年度～令和元年度

事業位置

事業概要
街なみ環境整備促進区域内（図の桃色と緑色の範囲）において、地域住
民や観光客が休憩できる公園の整備を進める。

事業が歴史的風致の
維持向上に寄与する

理由

日常的に多くの観光客が訪れる香取市佐原伝統的建造物群保存地区内に
おいて、飲食店や観光施設のほかに足を止めるスペースが少ない。地元
住民をはじめ、観光客が休憩することができる公園を整備することで周
遊性の向上につながり、佐原の町並みと山車行事に見る歴史的風致の維
持向上に寄与する。

公園整備予定位置

0m 200m 400m
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事業名

⑦複合公共施設整備事業
 （佐原駅周辺地区観光交流センター整備事業）
 （佐原駅周辺地区地域交流センター整備事業）
 （中央図書館整備事業）
 （建設・管理システム技術支援検討調査）

事業主体 香取市

事業手法
社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業)（H29年度～R4年度)
市単独事業（H29年度～R4年度)

事業期間 平成29年度～令和4年度

事業位置

事業概要 観光交流センター機能などを有する複合公共施設を整備する。

事業が歴史的風致の
維持向上に寄与する

理由

市の玄関口である佐原駅周辺の都市機能を高め、市民・来街者の利便性
と中心市街地への新たな人の流れを創出し、中心市街地の活性化を図
る。１階には、駅から歴史的町並みへのルートとしての役割と、併せて
佐原地区の歴史・文化を紹介し観光情報を発信する施設を設けること
で、佐原の町並みと山車行事に見る歴史的風致の維持向上に寄与する。

JR佐原
駅

施設建設予定位置

0m 200m 400m施設外観イメージ【基本設計時】
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ウ　伝統的な祭礼行事の継承と記録のための事業 

 

事業名 ⑨山車実測調査事業
事業主体 香取市
事業手法 市単独事業
事業期間 平成29年度～令和10年度

事業位置

事業概要
佐原の山車行事において曳き回される山車本体の実測調査と記録を行
う。

事業が歴史的風致の
維持向上に寄与する

理由

国指定の重要無形民俗文化財である佐原の山車行事においては、25台
の山車がある。経年使用のため保存・修理が必要な山車も多く、修理に
あたって復元するための実測図の作成が十分ではない山車が多い。山車
の実測調査を行うことで、今後の祭礼行事の継承につながり、佐原の町
並みと山車行事に見る歴史的風致の維持向上に寄与する。

事業名 ⑧山車保存整備事業
事業主体 香取市

事業手法
民俗文化財伝承・活用等事業補助金（H29年度～R10年度)
千葉県無形民俗文化財等助成事業補助金（H29年度～R10年度)
市単独事業（H29年度～R10年度)

事業期間 平成29年度～令和10年度

事業位置

事業概要 佐原の山車行事用具類の保存・修理を行う。

事業が歴史的風致の
維持向上に寄与する

理由

国指定の重要無形民俗文化財である佐原の山車行事においては、地区内
に25台の山車がある。重要無形民俗文化財の用具類として山車本体及び
縣装品は欠かせないものであり、保存・修理が必要となっている。保
存・修理にあたっては、専門家の指導に基づいて実施し、記録の作成を
実施する。事業者の負担軽減につながり、佐原の町並みと山車行事に見
る歴史的風致の維持向上に寄与する。
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事業名 ⑩山車蔵調査事業
事業主体 香取市
事業手法 市単独事業
事業期間 平成29年度～令和10年度

事業位置

事業概要 佐原の山車行事において曳き回される山車を収蔵する蔵の調査を行う。

事業が歴史的風致の
維持向上に寄与する

理由

国指定の重要無形民俗文化財である佐原の山車行事においては、25台
の山車がある。これらの山車を普段保存している山車蔵は各事情により
山車を保有する町内にあるとは限らない。これらの山車蔵の調査を行
い、今後のより良い保存方法の提言に繋げ、佐原の町並みと山車行事に
見る歴史的風致の維持向上に寄与する。

事業名 ⑪指定無形民俗文化財保存育成事業
事業主体 香取市
事業手法 市単独事業
事業期間 平成15年度～令和10年度

事業位置

事業概要 佐原山車行事伝承保存会への補助・助言を行う。

事業が歴史的風致の
維持向上に寄与する

理由

佐原山車行事伝承保存会は、国指定の重要無形民俗文化財である佐原の
山車行事の保護団体であり、保存と伝承及び適正な保護と活用に資する
ことを目的としている。そのための事業として、用具等の保存・修理の
計画立案、調査研究などを行うことで、佐原の町並みと山車行事に見る
歴史的風致の維持向上に寄与する。
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事業名 ⑫小見川の町並み調査事業
事業主体 香取市
事業手法 市単独事業
事業期間 平成30年度～令和10年度

事業位置

事業概要
小見川の町並みや、毎年７月第三週頃に行われる小見川祇園祭の調査を
行い、資料としてまとめる。

事業が歴史的風致の
維持向上に寄与する

理由

香取市小見川では各所に古い建造物が残っているが、それらについての
調査は十分とはいえない。また、小見川祇園祭についても、旧小見川町
時代から現在までまとまった資料が無い。これについて調査を行い、記
録・保存を図ることで将来に向けて祭礼の伝統を伝えることができると
いう点で、小見川の町並みに見る歴史的風致の維持向上に寄与する。

事業名 ⑬写真・映像資料調査事業
事業主体 香取市
事業手法 市単独事業
事業期間 平成29年度～令和10年度
事業位置 市内全域

事業概要

香取市で行われる各種神楽の撮影等を行い、記録・保存を図る。

   祖波鷹神社・浅黄の神楽       山倉大神・白川流十二座神楽

事業が歴史的風致の
維持向上に寄与する

理由

香取市内には多くの神楽が伝わっており、指定文化財になっているもの
も多い。普段は各地の祭礼で披露されるが、行程や技術の明文化や映像
資料をデータ化したものは多くない。これらの記録保存や、可能であれ
ば専門家の指導に基づき報告書作成を図ることで、十二座神楽や獅子神
楽に見る歴史的風致の維持向上に寄与する。
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エ　歴史文化資産の調査と情報発信のための事業 

事業名 ⑮国宝修理事業
事業主体 香取市

事業手法
美術工芸品保存修理事業補助金（R元年度～R10年度)
千葉県文化財保存整備事業補助金（R元年度～R10年度)
市単独事業（H23年度～R10年度)

事業期間 平成23年度～令和10年度

事業位置

事業概要 国宝・伊能忠敬関係資料の修理を、期間を分けて年に数件づつ行う。

事業が歴史的風致の
維持向上に寄与する

理由

国宝である伊能忠敬関係資料は2345点が指定されており、中には修理
が必要なものも少なくない。地図関係を中心に記録を取りながら慎重
に修復を進め、完了したもの適宜公開する。国宝としての価値を保全
し、伝えることで伊能忠敬に見る歴史的風致の維持向上に寄与する。

伊能忠敬記念館
0m 50m 100m

事業名 ⑭香取市里神楽事業
事業主体 香取市
事業手法 市単独事業
事業期間 平成25年度～令和7年度
事業位置 市内各地

事業概要
香取市内の各種神楽の
公演会を行い、各団体
の活性化と交流を図る。

事業が歴史的風致の
維持向上に寄与する

理由

香取市内には多くの神楽が伝わっており、指定文化財になっているもの
も多い。普段は各地の祭礼で披露されるが、多くの神楽が集まる中で披
露することで、各団体のつながりや維持向上への機運を高めることにつ
ながる。伝承への意識を高めることにつながることで、十二座神楽や獅
子神楽に見る歴史的風致の維持向上に寄与する。
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事業名 ⑯文化財看板設置・修理事業
事業主体 香取市
事業手法 市単独事業
事業期間 平成18年度～令和10年度
事業位置 市内全域

事業概要

市内の指定文化財等の標柱や
説明板の設置・修理を行う。

事業が歴史的風致の
維持向上に寄与する

理由

市内には平成18年（2006）の合併以前からある文化財説明看板も多
い。新規に標柱や説明板を設置し、統一性を持たせた説明をすること
で香取市の歴史的風致の維持向上に寄与する。

事業名
⑰佐原・香取学習パンフレット、
 ガイドマップ配布事業

事業主体 香取市
事業手法 市単独事業
事業期間 平成29年度～令和10年度
事業位置 市内

事業概要

主に校外学習で香取市を訪れる
小学校の生徒を対象に、香取市
に関する冊子を配布する。

事業が歴史的風致の
維持向上に寄与する

理由

市内小学生のほか、市外から訪れる小学生に資料の配布を行うこと
で、香取市内の歴史や文化により深く知ることにつながり、香取市の
歴史的風致の維持向上に寄与する。
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事業名 ⑱香取市文化財地図作成・発信事業
事業主体 香取市
事業手法 市単独事業
事業期間 令和元年度～令和10年度
事業位置 市内
事業概要 香取市内の文化財地図を作成し、配布・公開していく。

事業が歴史的風致の
維持向上に寄与する

理由

香取市内には多くの文化財が所在するが、一覧地図が無かった。それ
を作成し、配布・公開していくことで、新たな文化財の情報発信手段
となり、香取市の歴史的風致の維持向上に寄与する。

事業名 ⑳日本遺産活用事業
事業主体 香取市
事業手法 市単独事業
事業期間 平成28年度～令和10年度
事業位置 市内

事業概要

各種事業を行うことで、
日本遺産「北総四都市江
戸紀行」による地域活性
化と認識向上を図る。
               平成28年度事業 多言語表示案内板

事業が歴史的風致の
維持向上に寄与する

理由

日本遺産は国内外にアピールを行っており、観光客が香取市に目を向
ける貴重な機会であり、市民にとっても市内外の文化財にも目を向け
るきっかけにもなる。文化財の保存・活用を軸に事業を行っており、
香取市の歴史的風致の維持向上に寄与する。

事業名 ⑲いぶき市民カレッジ事業
事業主体 香取市
事業手法 市単独事業
事業期間 平成26年度～令和7年度
事業位置 市内各地

事業概要
いぶき市民カレッジにおいて講演や現地見学を行い、市民の文化財へ
対する認識向上を図る。

事業が歴史的風致の
維持向上に寄与する

理由

歴史や文化に興味のある市民を対象とした講座である「いぶき市民カ
レッジ」において、市内の文化財について講演及び現地見学を行う。
講座受講者を中心に文化財の普及につながり、香取市の歴史的風致の
維持向上に寄与する。


